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業
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規
程 

○ 
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葉
県
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業
局
庁
舎
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
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一 

○ 

千
葉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

告 
 

示 

○ 

救
急
病
院
の
申
出
の
撤
回 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
の
解
除 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

土
地
改
良
区
定
款
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

保
安
林
の
指
定
の
解
除 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

教
育
委
員
会
告
示 

○ 

博
物
館
登
録
原
簿
の
登
録
□
二
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

選
挙
管
理
委
員
会
告
示 

○ 

公
職
選
挙
法
令
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

入
札
公
告
□
五
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

落
札
者
等
の
公
告
□
七
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

企

業

局

管

理

規

程 

 

千
葉
県
企
業
局
庁
舎
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

横 

山 
 

尚 

典 
 

 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
一
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
庁
舎
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
庁
舎
管
理
規
程
□
平
成
二
十
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
二
号
□
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
二
条
第
一
号
中
□
第
三
条
第
一
項
財
務
課
の
部
第
十
一
号
□
を
□
第
三
条
第
一
項
財
務
課
の
部
第
十

三
号
□
に
□
□
第
二
条
第
一
項
□
を
□
第
二
条
第
二
項
□
に
□
□
土
地
管
理
部
□
以
下
□
土
地
管
理
部
□

と
い
う
□
□
□
を
□
土
地
事
業
調
整
課
ニ
□
□
タ
ウ
ン
事
業
室
□
に
□
□
土
地
管
理
部
庁
舎
□
を

□
ニ
□
□
タ
ウ
ン
事
業
室
庁
舎
□
に
□
□
土
地
管
理
部
の
□
を
□
組
織
規
程
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

土
地
管
理
部
□
以
下
□
土
地
管
理
部
□
と
い
う
□
□
の
□
に
改
め
□
同
条
第
二
号
中
□
□
県
水
お
客
様
セ

ン
タ
□
を
除
く
□
□
□
を
削
る
□ 

 

第
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
□
土
地
管
理
部
庁
舎
□
を
□
ニ
□
□
タ
ウ
ン
事
業
室
庁
舎
□
に
改

め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
管
理
規
程
は
□
令
和
八
年
五
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
二
条
第
二
号
の
改
正
規

定
は
□
同
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
管
理
規
程
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
千
葉
県
企
業
局
庁
舎
管
理
規
程
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ

て
い
る
処
分
□
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
□
改
正
後
の
千
葉
県
企
業
局
庁
舎
管
理
規
程
の
相
当
規
定
に
よ

り
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
□ 

  

千
葉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

横 

山 
 

尚 

典 
 

 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
二
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
組
織
規
程
□
昭
和
三
十
四
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
三
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
□ 

 

第
三
条
第
一
項
総
務
企
画
課
の
部
第
十
八
号
及
び
同
項
財
務
課
の
部
第
八
号
中
□
□
土
地
事
業
調
整
課

に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
□
□
□
を
削
り
□
同
条
第
五
項
土
地
事
業
調
整
課
の
部
第
六
号
中
□
土

地
管
理
部
□
を
□
土
地
事
業
調
整
課
ニ
□
□
タ
ウ
ン
事
業
室
□
に
改
め
□
同
部
中
第
七
号
及
び
第
八
号
を

削
り
□
同
部
第
九
号
中
□
土
地
管
理
部
□
を
□
土
地
事
業
調
整
課
ニ
□
□
タ
ウ
ン
事
業
室
□
に
改
め
□
同

号
を
同
部
第
七
号
と
し
□
同
部
中
第
十
号
を
第
八
号
と
し
□
第
十
一
号
を
第
九
号
と
す
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
□
令
和
八
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

横 

山 
 

尚 

典 
 

 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
三
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
処
務
規
程
□
昭
和
三
十
四
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
□ 

 

別
表
第
一
総
務
企
画
課
の
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
□
第
四
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
及
び
ロ

並
び
に
第
八
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
□
□
土
地
管
理
部
を
除
く
□
□
□
を
削
り
□
同
表
土
地
事
業
調

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

5

月

15

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 
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整
課
の
項
を
削
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 
こ
の
管
理
規
程
は
□
令
和
八
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号 

 

次
の
病
院
の
開
設
者
か
ら
□
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
□
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
□
第
一

条
に
規
定
す
る
救
急
業
務
に
協
力
す
る
旨
の
申
出
の
撤
回
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 

名 
 

 
 

 

称 

所 
 

 
 

 

在 
 

 
 

 

地 

ア
ビ
コ
外
科
整
形
外
科
病
院 
我
孫
子
市
我
孫
子
四
丁
目
二
二
番
二
二
号 

  

千
葉
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
有
害

物
質
に
よ
□
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
□
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 

木
更
津
市
金
田
東
五
丁
目
二
五
番
二
の
一
部
□
二
五
番
三
の
一
部
□
二
五
番
四
の

一
部
及
び
二
五
番
五
の
一
部
□
別
図
の
と
お
り
□ 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物 

 

□
□
別
図
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
五
年

千
葉
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号
□
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
□
で
指

定
し
た
特
定
有
害
物
質
に
よ
□
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
□
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
指
定
を
解
除
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
を
解
除
す
る
区
域 

館
山
市
北
条
字
下
沼
六
四
八
番
一
の
一
部
□
別
図
の
と
お
り
□ 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

当
該
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

土
壌
汚
染
の
除
去 

 

□
□
別
図
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
号 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
夷
隅
中
部

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
八
年
五
月
八
日
付
け
で
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号 

 

森
林
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
□
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

南
房
総
市
富
浦
町
丹
生
字
関
口
二
一
五
番
二
□
二
一
六
番
七
□
二
一
六
番
九 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

道
路
用
地
と
す
る
た
め 教

育

委

員

会

告

示 

千
葉
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
七
号 

 

博
物
館
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
□
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お

り
博
物
館
の
登
録
を
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

杉 

野 
 

可 

愛 
 

 

登
録
記
号
番
号 

設
置
者
の
名
称
及
び
住
所 

博
物
館
の
名
称
及
び
所
在
地 

登

録

年

月

日 

第
四
十
五
号 

我
孫
子
市 

我
孫
子
市
我
孫
子
一
□
八

五
八
番
地 

我
孫
子
市
杉
村
楚
人
冠
記
念

館 我
孫
子
市
緑
二
丁
目
五
番
地

五
号 

令

和

八

年

四

月

十
六
日 

  

千
葉
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
八
号 

 

博
物
館
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
□
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お

り
博
物
館
の
登
録
を
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
五
日 
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千
葉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

杉 

野 
 

可 

愛 
 

 

登
録
記
号
番
号 

設
置
者
の
名
称
及
び
住
所 

博
物
館
の
名
称
及
び
所
在
地 

登

録

年

月

日 
第
四
十
六
号 

我
孫
子
市 

我
孫
子
市
我
孫
子
一
□
八

五
八
番
地 

我
孫
子
市
白
樺
文
学
館 

我
孫
子
市
緑
二
丁
目
一
一
番

地
八
号 

令

和

八

年

四

月

十
六
日 

 

選

挙

管

理

委

員

会

告

示 

 

公
職
選
挙
法
令
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 
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